
目

次

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
整
備
企
画
課
）
…
一

○
青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
二

○
青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（

同

）
…
四

○
青
森
県
病
院
事
業
管
理
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
程
を
廃
止
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
開
示
請
求
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報

の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
二
十
四
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五

十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

七
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
十
七
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
六
条
第

三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
八
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
六
条
第
三

項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
三
条
中
「
及
び
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七

号
」
を
「
並
び
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
青
森

県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
」
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
六
号

令
和
五
年三

月
三
十
一
日

（
金
曜
日
）



附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
中
央
病
院
に
勤
務
す
る
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に

改
め
る
。

附
則
第
八
項
中
「
八
千
百
円
」
を
「
九
千
四
百
円
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
四
千
五
十
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
ア
の
表
中

「

「
を

に
改
め
る
。

」

」

別
表
第
三
の
イ
の
表
中

「

「
を

に
改
め
る
。

」

」

別
表
第
三
の
ウ
の
表
中

「

「
を

に
改
め
る
。

」

」

別
表
第
五
の
ア
の
表
中
「
中
央
病
院
薬
剤
部
長
」
を
「
地
域
医
療
室
長
」
に
、

「
総
務
課
長
」
を
「
総
務
課
長

経
理
課
長
」
に
、

「
中
央
病
院
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監
」
を
「
中
央
病
院
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監

中
央
病
院
薬
剤
部
長

」
に
、

「
中
央
病
院
腫
瘍
放
射
線
指
導
監
」
を
「
中
央
病
院
腫
瘍
放
射
線
指
導
監

中
央
病
院
放
射
線
診
断
指
導
監
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
の
イ
の
表
中

「

を
」
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級
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級
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級
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級
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給
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号
給
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級
一
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級
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五
号
給
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級
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給
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級
一
一
号
給

一
級
一
七
号
給

一
級
二
一
号
給

一
級
一
一
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給
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五
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病
院
事
業
管
理
者
特
命
補
佐

つ
く
し
が
丘
病
院
長

中
央
病
院
副
院
長

医
療
管
理
監

中
央
病
院
医
療
の
質
総
合
管
理
セ
ン
タ
ー
長

三
類



「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
事
業
文
書
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
四
条
中
「
及
び
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七

号
）
」
を
「
並
び
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
青

森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
六
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
十
月
青
森
県
条
例
第

三
十
八
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員

は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い

う
。
）
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
程
第
十
九
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

改
正
条
例
附
則
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
等
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
程
第
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
六
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除
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病
院
事
業
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理
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特
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佐
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副
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長

医
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中
央
病
院
医
療
の
質
総
合
管
理
セ
ン
タ
ー
長
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つ
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し
が
丘
病
院
長

四
類



第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
第
七
号
中
「
地
域
医
療
課
」
を
「
地
域
医
療
室
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
庶
務
を
担
当
す
る
課
長
（
以
下
「
庶
務
担
当
課
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
当
該

事
務
を
担
当
す
る
副
課
長
等
又
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
部
長
の
承
認
を
得
て
課
長
等
が
指
定
す
る
職

員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
三
中
「
庶
務
担
当
課
長
」
を
「
庶
務
を
担
当
す
る
課
長
（
以
下
「
庶
務
担
当
課

長
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

別
表
第
一
つ
く
し
が
丘
病
院
の
項
中

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

別
表
第
二
中

「

を
」
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中
央
診
療
部
門

部
門
長
、
部
に
部
長
、
次
長
、
病
理
指
導
監
、
臨
床
検
査
・
輸
血
指

導
監
、
薬
剤
指
導
監
、
統
括
臨
床
検
査
技
師
長
、
部
長
代
行
、
副
部

長
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

中
央
診
療
部
門

部
門
長
、
部
に
部
長
、
次
長
、
放
射
線
診
断
指
導
監
、
病
理
指
導

監
、
臨
床
検
査
・
輸
血
指
導
監
、
薬
剤
指
導
監
、
統
括
臨
床
検
査
技

師
長
、
部
長
代
行
、
副
部
長
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

医
療
安
全
管
理

室

室
長
、
次
長
、
医
療
安
全
推
進
官

医
療
安
全
管
理

室

室
長
、
次
長

医
療
管
理
監
、
医
学
物
理
指
導
監
、
地
域
医
療
情
報
推
進
監
、
医
療
連
携
推
進
監
、
救

急
医
療
連
携
推
進
監
、
新
興
感
染
症
対
策
推
進
監

医
療
管
理
監
、
医
学
物
理
指
導
監
、
地
域
医
療
情
報
推
進
監
、
医
療
連
携
推
進
監
、
救

急
医
療
連
携
推
進
監
、
新
興
感
染
症
対
策
推
進
監
、
医
療
安
全
推
進
監
、
こ
ど
も
・
家

族
支
援
推
進
監

医
療
安
全
管
理

室

室
長
、
次
長

医
療
管
理
監

医
療
安
全
管
理

室

室
長
、
次
長

新
興
感
染
症
対

策
推
進
監

新
興
感
染
症
対
策
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す

る
。



「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青

森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
十
月
五
日
青
森
県
病
院
事
業
告
示
第
五
号
（
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条

第
一
項
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
）

は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭
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新
興
感
染
症
対

策
推
進
監

新
興
感
染
症
対
策
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す

る
。

医
療
安
全
推
進

監

医
療
安
全
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

こ
ど
も
・
家
族

支
援
推
進
監

こ
ど
も
・
家
族
支
援
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す

る
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
指
導
監

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事

す
る
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
指
導
監

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事

す
る
。

放
射
線
診
断
指

導
監

放
射
線
診
断
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す

る
。

地
域
医
療
連
携

企
画
官

地
域
医
療
の
連
携
に
関
す
る
企
画
立
案
及
び
調
整
の
事
務
に
従
事
す

る
。

医
療
安
全
推
進

官

医
療
安
全
の
推
進
に
関
す
る
指
導
及
び
調
整
の
事
務
に
従
事
す
る
。

地
域
医
療
連
携

企
画
官

地
域
医
療
の
連
携
に
関
す
る
企
画
立
案
及
び
調
整
の
事
務
に
従
事
す

る
。
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